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むつ市議会第２０６回定例会会議録 第２号

平成２２年１２月８日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第２号

◎諸般の報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第１ 議案第68号 むつ市立学校給食共同調理場条例

第２ 議案第69号 むつ市部設置条例の一部を改正する条例

第３ 議案第70号 むつ市総合開発審議会条例の一部を改正する条例

第４ 議案第71号 むつ市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例

第５ 議案第72号 むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

第６ 議案第73号 指定管理者の指定について

（むつ運動公園外３施設）

第７ 議案第74号 指定管理者の指定について

（むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場）

第８ 議案第75号 指定管理者の指定について

（むつ市マリンハウス脇野沢外１施設）

第９ 議案第76号 指定管理者の指定について

（むつ市ふれあい温泉川内外４施設）

第10 議案第77号 むつ市過疎地域自立促進計画について

第11 議案第78号 むつ市土地開発公社の解散について

第12 議案第79号 市道路線の廃止について

第13 議案第80号 市道路線の認定について

第14 議案第81号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについて

第15 議案第82号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第16 議案第83号 平成22年度むつ市一般会計補正予算

第17 議案第84号 平成22年度むつ市老人保健特別会計補正予算

第18 報告第17号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成22年度むつ市一般会計補正予算）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（村中徹也） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は28人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、 、〇議長 村中徹也 本日 諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第２号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第18 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第６８号

〇議長（村中徹也） 日程第１ 議案第68号 むつ

市立学校給食共同調理場条例を議題といたしま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。25番中村正志議員。

〇25番（中村正志） 議案第68号 むつ市立学校給

食共同調理場条例について質疑をさせていただき

ます。

ここで述べております市立学校以外の公立学校

というのはどういうふうなところを想定している

のか、またその際、市立学校以外の公立学校に給

食を提供する際、その価格みたいなのはどのよう

な形で決められるのでしょうか。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

まず、学校名ですけれども、青森県立むつ養護

学校を予定してございます。

価格についてでございますけれども、保護者が

負担する額という意味でありますれば、現在奥内

、 、小学校 近川中学校に提供しておりますけれども

その額と同じ額というふうな形になります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（中村正志） 保護者が負担する額は同じと

いうことなのでしょうけれども、むつ市内の公立

学校の場合、調理する方の人件費というのは多分

給食費の中には含まれていないと思うのですが、

その分を市が調理する人の賃金ということで、別

で払っていると思うのですが、今回提供する学校

というのは、むつ市立の学校ではなくて県立の学

校になりますので、そこら辺の負担というのはど

ういうふうになるのでしょうか。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

保護者の負担分については、食材費等を保護者

から徴収するという形になりますけれども、むつ

養護学校が市に対して負担する分、これは市がい

わゆる調理の部分の人件費、その他光熱水費、す

べて消耗品等、これを負担しているわけなのです

、 、けれども その部分については案分によりまして

むつ養護学校のほうに負担していただくと。その

額は、おおよそ今の試算ですと120万円程度にな

るのかなというふうに予定しております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。29番斉藤孝昭議員。

〇29番（斉藤孝昭） 今のむつ養護学校に関係する

のですが、現在むつ養護学校の給食施設で働いて

いる人は今後どういうふうになるのか。さらに、
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その給食施設は今後どういうふうに活用されるの

かお知らせください。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

むつ養護学校のほうは、これまで学校給食を提

供しておりませんでした。このむつ養護学校から

の要請は、平成15年度に、もう既に市のほうにそ

ういう学校給食をしたいというふうな打診がござ

いまして、協議を重ねていた経緯がございます。

そして、平成20年の５月から一応試行という形で

ございますけれども、うちのほうのいわゆる提供

体制に問題がないかというふうなことを検証する

ために試行的に実施してございます。最終的に問

題がないというふうなことになりましたので、こ

のたび条例改正をさせていただいて、きちんとし

た形の提供をしたいというふうなことでございま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。13番山本留義議員。

〇13番（山本留義） 関連でお尋ねさせていただき

ます。

今近川中学校のその設備は、中学校と奥内小学

校の２校に給食を提供していると思うのですけれ

ども、今度むつ養護学校のほうには何食分を提供

。 、 、するのか そしてまた それをすることによって

今いるスタッフで間に合うのかどうかお伺いしま

す。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

平成22年度では、奥内小学校には77食を提供し

てございます。中学校のほうには、59食というふ

うなことで、合わせて136食を提供してございま

す。ただ、南通地区学校給食共同調理場の施設能

力ですけれども、これは300食ございます。した

がいまして、その余力を使いまして、むつ養護学

校、これは22年度では123食というふうな予定で

すけれども、23年度では若干ふえる予定です。そ

れでも259食というふうなことで、その施設の能

力で十分対応できるというふうな形になります。

（ 今のスタッフで十分なのか」「

の声あり）

〇教育部長（佐藤節雄） 職員のスタッフにつきま

しては、現有の職員、いわゆるむつ市立学校に提

供していた人数、この範囲内ですべて対応が可能

というふうなことで、現在は所長が１人、栄養士

が１人、市の調理員が３名という体制で実施して

ございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで山本留義議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第68号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第68号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第６９号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第２ 議案第69号

むつ市部設置条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第69号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第69号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、
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総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７０号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第３ 議案第70号

むつ市総合開発審議会条例の一部を改正する条例

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。17番大瀧次男議員。

〇17番（大瀧次男） 議案第70号 むつ市総合開発

審議会条例の一部を改正する条例に対して質疑を

いたします。

公募による市民を選ぶとありますが、何人を選

ぶのでしょうか。それと、公募多数の場合の選任

方法をお知らせ願います。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

（ ） 。〇総務政策部長 阿部 昇 お答えをいたします

審議委員30人以内で公募による市民の人員、公

募多数の場合の選定方法というお尋ねでございま

すが、現行は委員数が25名以内とされております

ので、公募による市民の人数は５名程度を想定し

てございます。

公募による市民の募集人数に対し応募者が多数

であった場合につきましては、公平公正を期す意

味で、副市長を筆頭とし、総合開発計画等を所管

しております私総務政策部長並びに総務政策部政

策推進監及び企画調整課長のみならず、市政全般

に関係する総務課長や市民と接する機会の多い秘

書広聴課長など、幅広い分野の担当課を組み入れ

、 、 、た委員で 提出される書類 例えば作文ですとか

あるいは小論文、こういったところについて多様

な目線からの評価を加え、選考のうえ、最終的に

は市長の決裁を受けまして決定すると、こういう

仕組みで考えてございますので、ご理解いただき

たいと思います。

〇議長（村中徹也） 17番。

〇17番（大瀧次男） よくこういう公募をするとい

うことになりますと、大きな団体とか組織で大人

数を公募させ、そして審議会の意見が左右される

という場合もありますので、十分に選出方法は考

えていただきたいと、このように思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで大瀧次男議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第70号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第70号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７１号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第４ 議案第71号

むつ市住民基本台帳カードの利用に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。14番千賀武由議員。

〇14番（千賀武由） ちょっとお聞きしたいと思い

ます。

総務省は、市町村が住民基本台帳カードを交付

する際の本人確認の徹底を周知するよう通知した

ようでございますが、これは住基カードの不正取

得防止のためであろうかと思うところでありま

す。そこで、当むつ市ではこの不正防止等のため

の本人確認をどのように徹底しているのか、確認

のためお聞かせを願いたい。

それとまた、当市ではこのような不正取得は今

まであったのか、なかったのか、その点について

もお知らせを願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。
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〇民生部長（齋藤秀人） 千賀議員のお尋ねにお答

えいたします。

１点目の住基カードを交付するに当たっての本

人確認でございますけれども、まず窓口的な交付

については市民課が、または分庁舎については市

。 、民福祉課が担ってございます その部分において

住基カードに限らず本人確認の部分においては、

例えば免許証とか保険証とか診察券とかというふ

うなもの、ある程度外部的なものでつくったもの

といいますか、本人以外がつくったもので確認さ

せていただくと。それを持っていない方について

は、本人しか知り得ない情報を我々が口頭でお尋

ねして、そういうことで本人を確認するというこ

とで住基カードを交付してございます。

また２点目の不正取得という部分でございます

けれども、今のところはそのようなことの報告、

連絡は入ってございません。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで千賀武由議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。29番斉藤孝昭議員。

〇29番（斉藤孝昭） 議案第71号は、住基カードを

使って住民公開端末を利用したサービスを提供す

るという議案でありますが、住民公開端末はどこ

に何台現在設置してあるのか。また、その端末の

使い方を今後どのように住民に対して説明をして

いくのか、またコマーシャル、ＰＲをどのように

していくのかお知らせください。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） お答えいたします。

まず１点目のいわゆるキオスク端末の設置場

所、どこに何台かというお尋ねでございますが、

各庁舎及び本庁舎それぞれに１台ずつ設置してご

ざいます。総計４台でございます。

また、使い方につきましては、タッチパネル方

式で措置されておりますので、ある種のパソコン

の意識になかなか入り切れないような方々も含め

まして、広く老若男女が使用できるような仕様に

なっております、仕組みになっておりますので、

そういう点では簡易に利用できる設備だと認識し

ております。

それと、使い方につきまして、あるいはＰＲと

いう方法でございますが、現在住基カードの普及

率そのものは、我が市は青森県内でも一応４位と

いうことで、青森県の普及率が2.8％に対しまし

て、むつ市が3.9％と、こういう位置にあります

ものの 普及という点では 11月末現在で2,529枚、 、

住基カードを発行してございますので、さらに市

政だより等を通じながら啓蒙を図り、ＰＲの促進

に努めてまいりたいと、このように思っておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） 住民の利便性の確保という観

点から、当然キオスク端末の増設または設置場所

の検討も今後必要だと思いますが、今の答弁です

と、各庁舎にしかないということで、各庁舎にし

かないということは、例えば窓口に来ると機械を

使わなくても窓口で手続できるということは、別

にそこにキオスク端末なくてもいいのではないか

と。あったほうが便利かもわかりませんが、そん

な考えもありますので、できれば図書館とか公共

の施設に増設する、またはもっと先に進むと、セ

キュリティーの関係はあるものの、コンビニ等で

もキオスク端末を置いて発行できるというふうな

ことも考える必要があると思いますが、その点に

ついてどのようにお考えなのかお知らせくださ

い。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） 一応設置の拡大と申

しますか、そういう点につきましては、私どもの

今住基関係の情報システム、これのまた計画が

24年度に予定しているものがございますので、そ
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の辺の兼ね合い等を見合わせながら、その拡大に

ついて検討してまいりたいと。

なお、参考までにコンビニへの設置でございま

すが、その機種のいろんな特殊な装置の関係で、

現在青森県も含めまして、セブンイレブンという

会社のみ対応が可能となっているということでご

ざいまして、裏返せば本県、私どものむつ市も含

めまして、まだコンビニエンスストア自体にそれ

を受け入れるような対応ができていないというこ

ともございますので、平成24年度ということを目

途に検討させていただくということでございま

す。

それから、先ほどの私の答弁で一部訂正がござ

います。設置の箇所と基数ですけれども、各庁舎

及び本庁舎、かつ図書館、それから中央公民館、

計６基でございます。おわびして訂正させていた

だきます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） よくわかりました。ぜひ利便

性の確保という観点から対応をお願いしたいと思

います。

そこで、料金の受領の問題ですが、この料金の

支払い授受は、端末でやった場合どういうふうな

やりとりになるのでしょう。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） メーカー側から示された

部分については、自動交付機という住民票もしく

は印鑑登録証とかという部分については、当然市

としては手数料をいただいてございますので、そ

の部分については自動交付機にあってもそのよう

なシステムを備えてございます。要は紙幣または

硬貨について、そういうようなもので出し入れが

できるというものでございます。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第71号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第71号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７２号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第５ 議案第72号

むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第72号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第72号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第６ 議案第73号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、むつ運動公園外３施設の管理を行わせ

る指定管理者を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） 指定管理者の指定についてで

すが、今回の指定に当たって指定管理料が、これ

は前回より若干上がっているというか、市の負担

がふえているというふうに言ったらいいのでしょ

うか、そういう形で前回とは違う数字になってい

るのです。例えばこれは運動公園ですから、前回

が、３年間ですけれども、１億5,897万円という



- 25 -

。 、ことですね 今回は１億8,366万円ということで

3,000万円弱がふえているわけです。今回の添付

資料があるのですが、そこら辺のことが全然書い

ていなくて、今後の収支計画というのが載ってい

るだけなのです。これだと、どうしてこういう数

字になるのかというのが全くわからないので、そ

こら辺の説明をしてもらいたいという意味で、今

までの収支状況というのはどうだったのかと。結

局今までの収支状況が赤字だったから今回引き上

げをしたというふうにしか判断できないのです

が、そこのところの説明をお願いしたいなという

ふうに思います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 横垣議員のお尋ねにお答

えいたします。

収支状況についてお答えいたします。指定管理

の期間でございますけれども、本年が今３年目と

いうことでございますので、過去２年間について

まずお答えいたします。

平成20年度の指定管理料を含めた収入総額が、

本管理者の場合は7,530万6,652円で、それに対す

る支出の総額が8,052万8,846円で、522万2,194円

。 、 、の赤字決算となってございました また 昨年度

平成20年度の指定管理料の変更として521万

3,000円の増額変更を議会において補正予算を組

、 。ませていただきまして 増額変更してございます

平成21年度の収支状況、昨年の状況でございます

けれども、収入総額が7,778万2,162円、支出総額

が7,850万9,460円となりまして、72万7,300円の

赤字決算となってございます。

指定管理料が今回増額になっている部分という

ことでございますけれども、指定管理料の積算に

当たっては、収支の差額を指定管理料としてござ

いまして、今回２期目の指定管理料の基準額を決

定するに当たりましては、施設使用料、スキー場

の利用料も含めまして、直近３カ年の平均値とし

てございます。過去ですと、これを３カ年ではな

くて今までの平均という部分ですけれども、直近

の３カ年というふうな形で、利用の平均値をとっ

て現実に即したものにしたというふうなことがま

ず１点目挙げられます。

、 、また 支出経費についてでございますけれども

指定管理業務２年間の、今ご説明申し上げました

支出基準、これらを参考としまして積算してござ

います。その中に新たに野球場の改修、今年度と

来年度ございますけれども、これによる芝生の管

理、この経費、またはキッズゲレンデの管理とい

うふうな部分について上乗せが見込まれるという

ところや、またこの指定管理者が今管理している

部分において、その広告費等の経費もある程度認

めなくてはいけないだろうというところの積算も

ございまして、その結果今回指定管理料として前

回よりも上がった形でご提案申し上げたというと

ころでございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） できればそういうところを参

考資料というのに載せてもらいたいのですが、そ

このところを検討できないかどうかというのを答

弁願いたいと思います。

それと、平成20年度マイナス522万円、多分こ

れほとんどスキー場のほうかなというふうに思う

のですが、いわゆる今までの説明だと、雪の状態

でいろいろ収入が変わるので、その都度修正かけ

るというふうに私は理解しておりますので、そう

いう意味では今までの指定管理料の積算で計算す

るべきではないのかなと、これちょっと私の考え

ですが、そういうのでいいのかどうかわかりませ

んが。そして、もし何かまた雪が降らなかったと

いうふうになったときに修正をかければいいので

はないかなというふうに思うのですが、今回の積

算基準を見ると、そういう意味でマイナス522万

円になったというのももうひっくるめて、雪がも
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う少ないよという前提で何か計算しているのかな

というふうに思うのですが、そこのところはいか

がでしょうか。２点ほどよろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 答える順番がちょっと逆

になりますけれども、まず今回の指定管理料の考

え方というふうなところだと思います。

横垣議員おっしゃるとおり、この指定管理者の

指定を提案するに当たっては、これまでもこのス

キー場の利用料金はかなり指定管理料に影響する

というようなことで答弁申し上げてございます。

これを踏まえまして、内部的にも十分検討してご

ざいます。

まず、今回３年間という提案でございますけれ

ども、３年間の中で指定管理者に経営をしていた

だくというふうなところの経営の努力を行える期

間にしたいと。その中で指定管理料が毎年変わる

ようであれば、経営の努力といいますか、また市

から見ますと、何ら普通の委託と変わらないとい

うような状況になると思いますので、その辺につ

いては指定管理としての、その制度を崩さないと

いう考えを持ってございます。

その中で、では収支の部分ということでござい

ますけれども、なぜ３年間かといいますと、これ

議員と同じ思いですけれども、やはりスキー場離

れというものがこの収支に、収入に十分あらわれ

てきたのではないかと。そうしますと、あらわれ

ている部分も十分踏まえながら３年間というふう

なことで平均をとったというところで、その部分

が前回１期目の指定管理の分と比べますと、差が

かなり出ていると。700万円、800万円という部分

で下がっているとなりますので、それを踏まえて

今回その指定管理料を上げたということでござい

ます。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） もう一点目の参考資

料の内容の盛り方という点でございますが、お手

元に参考資料として付している内容がございます

が、今議員発言の趣旨も踏まえさせていただきま

して、よりよい審議に資するような、よりよいも

のを求めていく姿勢で検討課題とさせていただき

たいと思いますので、ご理解いただきたいと思い

ます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。29番斉藤孝昭議員。

〇29番（斉藤孝昭） この議案は、スキー場並びに

運動公園等を指定管理するという議案であります

が、このスキー場を指定管理するというふうな議

案が出たときから、スキー場は指定管理になじま

ないという話を常にしてまいりました。先ほどの

質疑と答弁にもありましたとおり、当初の平成

20年度520万円の赤字、次の平成21年度72万円の

赤字、まだ平成22年度の決算は途中なので出ない

と思いますが、多分平成22年度も赤字になる予想

がされます。この指定管理を受けたむつ市陸上競

技協会は、あくまでもＮＰＯ法人は取得したもの

の、会員の会費またはその他の事業のみの収入し

かない団体であります。こう赤字が続くと、その

赤字の処理はだれがするのかとか、行政でも当然

チェックしていると思いますが、そこのところを

まず赤字が出た場合の清算方法、どういうふうに

なっているのかお知らせください。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 赤字の処理の方法でござ

いますけれども、もしとか仮の話なのでございま

すけれども、今回２年にわたって赤字ということ

については、これは変更協定書に基づいて３年度

目、今現在の収支が出た段階において、全体で黒

か赤かという部分において返還もしくは前回20年

度の部分の不足分は返還しないというふうなとこ
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ろは決めてございます。しかしながら、全体の赤

字というふうな部分についてですけれども、今回

の中で精査されたのは、いわゆる指定管理者がど

のような経営の努力をしているかという部分が評

価が高かったというふうなことでございます。努

力はしているけれども、なおかつ赤字だと。しか

、 、しながら 徐々に赤字も縮減されてきていますし

将来に向かって今回提案されていますけれども、

提案した中でのやはりスキー場の利用料金が下が

っているということを踏まえまして、指定管理料

を上げたことにより、今後健全経営が図れるもの

と考えてございます。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） ということは、赤字にならな

いために指定管理料を上げたという考え方もある

ということではないですか。先ほどの答弁では、

、 、野球場に芝生を張るから その管理が必要だとか

その他の何か追加の施設をつくるので、その管理

が必要だということの理由で指定管理料を上げた

ということでありますが、そのほかにもこの赤字

を解消するために指定管理料を上げたというふう

な考え方も一部あるやに私は思いましたが、そこ

のところはもう一度お答えください。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 答弁がその赤字の部分で

お話ししたのは、ちょっと誤解を招いたと思いま

すけれども、まず先ほど、今指定管理を行ってい

る管理者よりこれは継続的に行っていただくとい

うことで提案したのですけれども、その部分にお

いて、経営の部分でございますけれども、確かに

平成20年度においては雪が少ないと、その中にお

いても1,690万円ほどのリフトの利用料があった

し、また平成21年度は雪が通常よりもありました

けれども1,920万円と。この部分については、先

ほど横垣議員のお尋ねにも答えましたけれども、

過去の平成11年から平成17年の利用料よりは相

当、700万円ほど、また500万円ほど見込みよりも

下がったのではないかというふうなところでござ

います。

一方、支出においては、計画の支出としてはこ

。のときは8,423万円ほどを見込んでございました

しかし、経営のほうとしては指定管理者の決算の

中では、これが8,400万円ではなくて、平成20年

度は8,000万円を支出していると また 平成21年。 、

度はそれよりも縮減して7,850万円という部分が

支出されているというところで、この部分につい

ては非常に経営努力がうかがえるというところか

ら、今後の指定管理者として担ってもらう分はか

なり期待できるのかなと思ってございます。

それとは別個に、指定管理料を新たに設けるに

当たっては、今の直近３年間のスキーの利用料を

勘案して、より現実的なものにしたということで

提案したところでございます。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） もう一度お聞きします。スキ

ー場は指定管理になじまないという観点から、赤

字が出た場合、今回新たに指定管理になる前の契

約、平成22年度末までの３年間が赤字になった場

合、その赤字の処理はだれがどういうふうに行う

のかお知らせください。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） まず、平成20年から平成

22年までの赤字の処理という部分でございますけ

れども、これは指定管理者が行うものというふう

に基本的には考えてございます。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。３番新谷泰造議員。

〇３番（新谷泰造） まず、実質上の継続になって

、 、いるのですけれども 他に応募法人があったのか

第１点。

それから、資本金、基本財産について。ここに
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は906万8,000円とあるのですけれども、ＮＰＯ法

人は資本金ないわけですから、基本的財産として

どのような内容のものか、説明をお願いいたしま

す。

以上です。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） ２点ほどのお尋ねでござ

います。まず１点目の公募状況でございますけれ

ども、まず公募に当たっては、説明会がございま

す。説明会に参加しない限りは応募ができないと

なってございます。説明会においては２社が見え

ました。しかしながら、実際申請があったのは１

社というようなことです。

２点目の基本財産の分については、担当課長よ

りお答え申し上げます。

〇議長（村中徹也） 市民スポーツ課長。

〇民生部市民スポーツ課長（猪口和則） 基本財産

というお尋ねですが、ここはやはりＮＰＯ法人で

すので、資本金というものはありません。基本財

産というのは運用資金での財産ということになり

ます。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第73号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第73号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第７４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第７ 議案第74号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ

場の管理を行わせる指定管理者を指定するための

ものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） 前議案と同じようなお尋ねで

あります。

今回の早掛レイクサイドヒルキャンプ場の指定

管理料も前回は３年間で2,009万7,000円だったの

ですが、今回は2,040万円ということで、若干引

き上がっておりますので、ここら辺もどうしてこ

ういう形になったのか。本当は指定管理するので

あるから、サービスはよくなって、指定する料金

は引き下がっていくというふうな当初の説明もあ

りましたので、なぜ引き上がったのかというとこ

ろを今までの収支状況も含めて説明をしてもらえ

ればなというふうに思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） お尋ねにお答えいたしま

す。

まず初めに、３年間の収支状況とのお尋ねでご

ざいますが、現在３年目の指定管理期間中で収支

が確定しておりませんことから、平成20年度と平

成21年度の２年間の収支状況をご説明いたしま

す。

指定管理業務に関する収支は、平成20年度は収

入額が956万1,000円に対し支出額は911万7,000円

で、44万4,000円の黒字、平成21年度は収入額が

973万8,000円に対し支出額は899万3,000円で、

74万5,000円の黒字となっております。しかしな

がら、施設の有効利用を図るため、さまざまな自

主事業を実施しており、その収支を合計いたしま

すと、平成20年度は29万6,000円の赤字、21年度

も４万2,000円の赤字となっております。

これらを踏まえました指定管理料が増額になっ

た理由でございますが、平成20年度から平成22年

度の指定管理料は、平成20年度が675万1,000円、
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平成21年度が669万8,000円、平成22年度が664万

。 、8,000円でありました 平成22年度と比べまして

今回提案いたします指定管理料は15万2,000円ほ

ど増加しておりますが、この要因は人件費の積算

に市では厚生労働省賃金構造基本統計の結果を根

拠にすることで統一したことや、施設の経年劣化

を考慮した修繕費などの各支出科目ごとに実績を

踏まえて積算したことによるものであります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 先ほども言ったのですが、参

考資料にはやっぱりそういうところを今後載せて

もらいたいと思うのですが、そこのところを前の

答弁と同じであればそれで……同じですか、とい

うことでわかりました。

それで、今回は結局人件費がふえた大きな原因

というふうに私はちょっと聞いたのであります

が、そういう意味では前回は厚生労働省ですか、

そういったところの指針といいますか、そういう

のが余り考慮されないで積算してしまったと。た

しか今までは、指定管理料の人件費の分は青森県

内の人件費の平均で算出しているとかという記憶

あるのですが、そこのところの関連の説明。前回

は青森県の平均で何か算出したというところ、そ

このところと今回の算出の違いというか、そこの

ところももう少し詳しく教えてもらえればなとい

うふうに思います。

〇議長（村中徹也） 総務課長。

〇総務政策部副理事総務課長（花山俊春） お答え

いたします。

指定管理者の指定管理料の積算における人件費

の部分の取り扱いについてでございますけれど

も、３年前に同じように選定委員会の場で、それ

ぞれの指定管理料の積算というものを根拠づけて

いたわけです。そのときには、今現在使っており

ます厚生労働省の賃金構造基本統計調査によりま

す数字をもととしてはおりませんでした。例えば

青森県のほうでまとめております商工会議所とか

が中心になった調査というのもございまして、そ

ういうふうな部分の単価を用いていたということ

。 、 、もございます ただし その調査に関しましては

毎年あるものではないとお聞きしておりまして、

今回統一した理由といたしましても、直近のデー

タを用いることが必要であろうと。そういうふう

な観点で、厚生労働省のほうは毎年６月に各県の

賃金単価の状況を調査したものでございますの

で、今回からは統一してこの単価を用いることと

したところです。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） ちなみに、今青森県の最低賃

金が時間給六百幾らですか、ちょっとわかりませ

んが、そこのところの金額もちょっと詳細に教え

。 、てもらいたいのですが 今までの商工会のやつは

１日当たりでもいいのですけれども、大体時間給

はどのくらいか。結局今回の厚生労働省の指針に

よって単価が上がったというふうに考えればよろ

しいのか。また、どのくらい上がったのかという

ことです。今回の改正が、早掛レイクサイドヒル

キャンプ場だけではなくて、ほかの議案にもちょ

っと及びますが、ほかのほうの指定管理の人件費

の計算も同じように引き上げするというふうに考

えてよろしいかどうか、そこのところもよろしく

お願いいたします。

〇議長（村中徹也） 総務課長。

〇総務政策部副理事総務課長（花山俊春） 実は、

前使っていた単価と申しますのは、先ほど申し上

げました青森県のほうで調査しているものだけで

、 、はございませんで 市役所の臨時職員の単価とか

そういうものを用いている部分もありまして、各

指定管理団体の人件費をはじき出す部分において

まちまちだったという部分がございます。

それで、青森県の単価の部分というのは、今現
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在ちょっと手元に資料ございませんので、今用い

ている厚生労働省のほうの調査のものとどの程度

の差があるのかというのは、ちょっとつかんでお

りません。ただし、厚生労働省のほうの今現在の

用いた単価は、平成21年の青森県の結果として月

額で年齢別、または男女別でつかんだ賃金であり

まして、押しなべて以前使っていた単価よりも高

くなるということではございません。その点ご了

解いただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第74号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第74号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第７５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第８ 議案第75号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、むつ市マリンハウス脇野沢外１施設の

管理を行わせる指定管理者を指定するためのもの

であります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） この議案も前議案と同様のお

尋ねになります。

マリンハウス脇野沢は、前回はたしか指定管理

料はゼロ円だったと記憶しております。今回は

93万3,000円と、高い金額ではありませんが、ゼ

ロ円から93万3,000円というふうになりましたの

で、今までの収支状況も含めて、このふえた原因

をお知らせ願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

（ ） 。〇脇野沢庁舎所長 片山 元 お答えいたします

まず、３年間の収支状況とのお尋ねでございま

すが、現在３年目の指定管理期間中で収支が確定

しておりませんことから、平成20年度と平成21年

度の２カ年の収支状況をご説明いたします。

平成20年度においては、収入額387万3,000円に

対しまして支出額は363万7,000円で 23万6,000円、

の黒字でございました。平成21年度においては、

収入額364万4,000円に対しまして支出額は387万

円で、22万6,000円の赤字となっております。

次に、指定管理料が増額になった理由について

、 、でありますが 指定管理料の算出につきましては

平成20年度から平成22年度までは平成18年度の収

支実績に基づきまして、マリンハウス脇野沢の料

金収入で脇野沢流通センターの経費を補うことが

できるものとして、指定管理料をゼロ円としてお

りましたが、販売収入の落ち込みによる利用料金

の減少や脇野沢流通センターの清掃作業員に係る

人件費及び電気利用料金が増になっていることな

どから経費の見直しを行い、３年間の指定管理料

を93万3,000円としたところでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） としますと、販売額によって

今後の指定管理料が左右されるというふうに考え

ていいのかどうか。それと、ここのところの、先

ほど出ましたけれども、人件費は厚生労働省に基

づいて計算されているものかどうか。

以上、２点お願いします。

〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

〇脇野沢庁舎所長（片山 元） マリンハウス脇野

沢の収入は、売り上げの６％で料金収入をいただ

いております。したがって、販売が落ち込むと当

然収入が減るということになります。

それから、人件費ですけれども、一般の職員に
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つきましては、直営時代からやっている漁協の職

員の給料年額に対しまして、17％ほどを見込んで

います。また、清掃作業員につきましては、市の

臨時職員の単価を参考にして計算しております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 販売が落ちたから、落ちる予

、 、想だから今回指定管理料を ３年間ですけれども

93万3,000円にしたということでありますが、や

っぱりちょっと納得できないのが、例えば本当に

努力して販売が落ちてしようがないというのであ

れば仕方ないのでありますが、自動的に、ただ店

に行って、いや、売り上げが落ちたと、であるか

ら次から指定管理料を上げてほしいというふうな

流れになるのは非常に危険だなというふうに思っ

。 、 、ているのです だから 販売が落ちたというのは

その指定管理者の努力がやっぱり足りなかったと

いうふうに考えて、自動的に管理料を引き上げる

というのはちょっと甘いところがあるのかなとい

うふうに思いますので、そこのところをどのよう

に吟味したのか。次からもっと努力すると販売額

が今まで以上になるのではないかなというふうに

考えると、指定管理料は今までどおりのゼロ円に

して、もうちょっと努力してほしいというふうに

できなかったものかどうか、お答え願いたいと思

います。

〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

〇脇野沢庁舎所長（片山 元） 直営時代におきま

しては、確かに今から比べますと入館者も多くて

物もよく売れました。積算時には、年間の売り上

げを2,600万円ということで見込んでいましたけ

れども、実際平成20年、平成21年度の実績により

ますと、2,200万円から2,400万円ということで、

この落ち込みは横垣議員がおっしゃるとおり、そ

の辺も多少あるかと思います。うちのほうとして

も、その辺は十分指導はしていますし、今後とも

指導してまいりたいと思いますので、ご理解願い

たいと思います。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第75号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第75号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第７６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第９ 議案第76号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、むつ市ふれあい温泉川内外４施設の管

理を行わせる指定管理者を指定するためのもので

あります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） この議案も前議案と同様のお

尋ねであります。

今回の指定管理料は、前回3,861万3,000円とな

っておりますが、今回が4,181万7,000円というこ

とで、今回も300万円前後ですか、ふえておりま

す。このふえた理由を収支状況も踏まえてお知ら

せ願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 川内庁舎所長。

〇川内庁舎所長（布施恒夫） むつ市ふれあい温泉

川内外４施設の指定管理の状況であります。ただ

いま指定管理料が四千幾らというふうな話でござ

いましたけれども、前回が1,287万円、今回が

1,393万円となっておりますので、そのあたりで

お答えさせていただきます。

むつ市ふれあい温泉川内外４施設は、平成20年
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度から平成22年度まで行われております。本年度

分は途中でありますので、平成20年度と平成21年

度の２カ年の収支についてお答えいたします。

平成20年度の５施設の合計収入は、指定管理料

1,287万円を含めて3,549万円であります。支出は

賃金、燃料等合わせて3,517万円で、32万円の黒

字でありましたが、脇野沢温泉を除く４施設の収

支は 168万円の赤字となっております 平成21年、 。

度は 収入が3,314万円 支出が3,056万円で 258万、 、 、

円の黒字となりましたが、脇野沢温泉を除く４施

設では60万円ほどの赤字となっております。

黒字の主な理由は、脇野沢温泉の料金の改定に

より収入がやや改善したことや、休館により予定

されていた支出が圧縮されたことによるものであ

ります。平成20年度と平成21年度とも結果的に黒

字になっておりますが、脇野沢温泉の休館による

支出の減に起因するものが大きいと考えておりま

す。

平成20年度からの指定管理料の積算に当たって

は、平成16年度から平成18年度の実績により行っ

ておりますが、入浴客や野平高原交流センターの

利用者が多かった時期でありましたので、収入の

積算が高くなっておりますことから、平成19年度

あたりからの利用者減少により、平成19年度と平

成21年度の収入の比較をいたしますと、約500万

円ほどの減少となっております。

平成23年度以降の指定管理料の積算におきまし

ては、平成20年度と平成21年度の利用実績に基づ

き、入浴客の減少等を考慮した収入額としており

ますほか、支出についても平成20年度と平成21年

度の実績を踏まえ、全体の経費を見直すことによ

り、収入2,556万円、支出3,950万円と積算し、収

入から支出を差し引いた1,393万円を指定管理料

としたところであります。これにより平成20年度

の指定管理料と比べて約106万円の増加となった

ものでございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。29番斉藤孝昭議員。

〇29番（斉藤孝昭） ぜひ市長にお答えしていただ

きたいのですけれども、今一連の４議案は指定管

理者の指定にかかわる議案でありました。理事者

側の答弁は、人が来ないとか物が売れないからと

かという内容で指定管理料を増額しているのだと

いうふうな答弁がほとんどでありました。そもそ

も指定管理制度というのは、施設の管理運営だけ

だったはずです。人が来ないとか物が売れないと

かというのは、その増額とか減額の理由にはなら

ないはずです。それをあえて４議案とも理事者の

皆さんは、物が売れない、人が来ないという理由

。 、で金額を変えております そこのところの考え方

市長はどういうふうに思っているのかお答えくだ

さい。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 物が売れない、人が来ない

というふうなこと、やはりこれは気象条件、それ

から観光客の流入、それから先ほどお話をしまし

た施設の老朽化、そういうふうなものがあろうと

思います。その中で指定管理料が上がっていると

いうふうなご指摘でございます。その部分におい

ては、私どもはしっかりと積算をして、その状況

を把握した中での提案をさせていただいている

、 。と このようにご理解をいただきたいと思います

ただ、その中で、これまでは公がさまざまなそ

の施設を運営してまいりましたが、この指定管理

をすることによって、その部分での全体のコスト

ダウンということはしっかりと図られておるわけ

。 、 、でございます さらに 民のさまざまなアイデア

それから運営の仕方、そういうふうなものがこの

指定管理の施設の中で十分私は生かされている
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と、このように思っております。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） 余り厳しく言うつもりはあり

ませんが、指定管理者の公募をするときも、もう

１社しか応募しないというふうな現状を考える

と、やはりこの指定管理、今４議案で出した指定

管理の場所が本当に苦しいと思うのです。ぎりぎ

りで、その金額に基づいて業者の皆さんが一生懸

命頑張っていると思うのですけれども、そこのと

ころいろんなもう少し幅広い考え方も指定管理者

を指定するときの土台にするべきではないかと。

さらに、その金額の選定に当たっても、繰り返し

、 、 、ますが 人とか物とか そういう問題ではなくて

そもそも指定管理の基本に返って、施設の管理運

営というふうな考え方から管理料も決めるべきだ

、 、なというふうに思っていますので 総務政策部長

何か言いたいことがありましたら、ぜひ答弁して

もらいたいのですけれども。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今応募が少ないというふう

なこと、説明会にはかなりの件数が来ておるとこ

ろでございます。しかしながら、応募していると

ころは１団体と。そういうふうな形の中で、つま

りこれは我々の積算がかなり厳しいというふうな

。 、見方もまたできるのではないかなと 今斉藤議員

言わずもがな、自席の発言の中で、厳しくは言い

たくないというふうなお話、しかしながら行政と

すれば、積算をしっかりと厳しくすることによっ

て、これは税金を投入しているわけでございます

ので、その積算を厳しくするというふうなやり方

は、これからも私は変える必要性はないものと思

。 、 、っております しかしながら 応募が少ないのは

やはりそういうふうな部分もあるだろうと、こう

いう見方もまたできるのではないかと、このよう

に思っております。

あくまでも施設の管理に特化するべきというふ

、 、うな部分 これはご意見として承りますけれども

ただ単に施設の管理だけだと、またこの指定管理

制度自体に対する大きな考え方を変えていかなけ

ればいけない部分、つまり民の力をどうやって運

営の中まで反映していくのかというふうなことが

指定管理制度の主たるものというふうな考え方が

あろうかと思いますので、その部分を十分考えて

いかなければいけないだろうと、このように思っ

ております。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第76号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第76号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第７７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第10 議案第77号

むつ市過疎地域自立促進計画についてを議題とい

たします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、23番浅利

竹二郎議員。

〇23番（浅利竹二郎） 議案第77号 むつ市過疎地

域自立促進計画についてお尋ねいたします。

私は、過疎地の定義は、人口減少にあると思う

のですけれども、なぜ人口が減少するのかという

ことについて、まず大畑、川内、脇野沢３地区の

人口減少の主因は何だとお考えなのかお尋ねいた

します。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） お答えを申し上げま

す。
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大畑、川内及び脇野沢３地区の人口減少の主因

というお尋ねでございますが、当該３地区につき

ましては、ご承知のとおり旧来から多くの方々が

基幹産業であります農林水産業に従事し、地域の

、 。発展 振興を支えてまいったところでございます

社会環境の変化、あるいは生業としての安定性な

どの理由から、事実上後継者離れが進んだこと、

また景気の低迷等によりまして、近隣、近傍にお

ける就労の場を確保しがたいことなどから、域外

に転出しているという、いわゆる社会減、これが

主因だろうと考えられるところであります。

一方、人口減少問題につきましては、全国的な

共通課題となっておりますが、出生率の低下、い

わゆる少子化の進行というものが底流に重く横た

わっているということも事実であろうと思いま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） それで、例えば合併した旧

町村のところに行きますと、仕事をしたいけれど

も仕事がないと。そして、むつ地区にはパートそ

の他いろいろ仕事があるのだけれども、なかなか

出ていくためには当然足が必要だし、油代もかか

ると。その高い油代の中で、パート等については

通勤手当等は出ないということで、なかなかそこ

から出てむつ地区まで行って働くのは大変だとい

う声を聞きます。結果的になりわいが成り立たな

いと引き払ってむつ地区に引っ越すか、または県

外等に行くことになるのですけれども、今現在合

併した旧町村の人たちの仕事をむつ地区に求めが

たいという、その通勤手当とかそこら辺の観点に

ついて改善の余地がないのかお伺いいたします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 議員ご発言の趣旨は、３

地区に居住している方が、むつ地区に就職を希望

しているにもかかわらず、通勤する手段もしくは

その費用がなく就職できない場合があるのではな

いかとのことと思われます。そういった場面もあ

るものと考えられます。

また、地元に就職したいといった求職されてい

る方の意識の問題もあろうかと思います。さらに

、 、は 何かあった場合に対応が素早くできるように

なるべく近くの人を雇用したいという企業サイド

の意向もあるのではないかと考えてございます。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） いろいろそれぞれ雇用する

者、雇用される側の立場があると思います。しか

しながら、やっぱり過疎から抜けるためには生活

が成り立たないといけないわけですので、この３

地区からむつ地区に就労を希望する者に対する就

労支援の対策とか、企業への支援として通勤手当

に係る企業等への助成等についてできないのかど

うか、再度お尋ねいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） これは、お気持ちはわかり

ますけれども、全体の中での公平性というふうな

ことを考えますと、例えば旧むつ市から旧町村部

のほうへお仕事に行っている場合もございます。

そういうふうな方々も結構いるわけでございま

す。これは、合併した地域ではございません。例

えばむつ市から東通村へ、そしてむつ市から六ヶ

所村へと。そういうふうな形の中でもお勤めをな

さっている部分がございます。それを一概にひっ

くるめまして、全部をひっくるめまして、これを

例えば通勤手当を補助するというふうなことは非

常に公平性を欠くものであると、このように私は

考えておりますので、なかなか厳しいものがある

と、こういうふうに思います。

〇議長（村中徹也） これで浅利竹二郎議員の質疑

を終わります。

次に、25番中村正志議員。

〇25番（中村正志） 議案第77号につきまして質疑
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をさせていただきます。

この事業計画が盛られておりますが、この事業

の財源はどのようなものになるのでしょうか。過

疎債ということでいいのでしょうか、そのあたり

のことをまずお聞きしたいと思います。

また、これらの計画されております事業は、こ

の平成27年度までの計画期間のうちに達成される

ものなのかどうか。

以上、お聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） お答えを申し上げま

す。

まず、過疎地域自立促進計画、このものの趣旨

から説明させていただきますが、これは主に過疎

地域自立促進特別措置法に基づく財政上の特別措

置であります今お話しの過疎対策事業債、これの

活用の可能性を確保しながら、産業基盤、交通通

信体系、生活環境基盤の整備など、旧川内町、旧

大畑町及び旧脇野沢村の３地域における自立促

進、振興を図るため、重要と考えられる事業を網

羅的に登載しているものでございます。

そこで、お尋ねの事業の財源につきましては、

その過疎債を初め補助金などの特定財源が主とし

て見込まれるものでありますが、具体的には各年

度の予算編成において地域の実態あるいは財政健

全化、そして財政運営に当たってのいわゆる要諦

とされております必要性、緊急性、効果性という

観点から総合的に勘案、精査、検討を加えたうえ

で有利な、その時期時期での有利な財源の組み合

わせの確保を図ると、こういう仕掛けでご理解い

ただきたいと思います。

次に、事業は計画期間内で達成されるのかとい

うことにつきましては、本計画に登載されている

すべての事業が計画期間内に実施できるという保

証、前提は必ずしも成り立つものではございませ

んが、計画に登載するということによって有利な

財源である過疎債の活用手段を担保するメリッ

ト、逆に言いますと、この計画に登載しておらな

ければ過疎債を充当しようにも仕掛け的には、制

度的には立ち行かないということがございますの

で、そういった過疎債の活用手段を担保するメリ

ット、つまりは財政的な柔軟性を確保していると

いうところでございますので、ご理解をいただき

たいと存じます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（中村正志） 理解はいたしました。これら

の計画は網羅的に、あるいは期間内での達成の保

証はないけれども、このことによって過疎債のほ

うが活用できる、担保をとりたいというふうなお

答えだったと思うのですが、私この計画と、あと

前に渡されましたむつ市長期総合計画の平成22年

から平成24年の実施計画のほうと照らし合わせて

みたのですけれども、ほぼ七、八割はこれにのっ

かっているということで、ある程度過疎地域自立

促進計画に盛られた計画というのは間違いなくや

るのだなというふうな感じは受けております。

そこで、その前の平成17年度から平成21年度の

過疎地域自立促進計画のほうを見させてもらった

のですが、ちょっと時間がなくて、つき合わせし

て、全部できているかどうかという確認はとれて

はいないのですが、それを見ますと、この今の議

案第77号のほうに継続してのっている計画もある

ということで、その観点からいいますと、前回の

平成21年度までの過疎地域自立促進計画の達成度

というのはどれくらいになっているのでしょう

か。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） 平成17年度から平成

21年度までの実績でございますが、計画額が約

99億円という計画でございましたが、実績としま

しては約53億円ということで、五十三、四％とい

う結果にとどまったところでございます。議員お
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話しのように、そのスパンでできなかった事業、

こういったものもよく玩味しまして、平成22年度

からの計画に、その辺の必要性を見きわめたうえ

で適宜に事業構築を図っていこうという、そうい

う精神で取り組んでおりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（中村正志） あと前回の計画と今回の計画

を見ますと、より具体的といいますか、実現の可

能性のある事業に絞ったというふうな形で私は見

ているのですが、今回の計画に当たっては、そう

いうふうな考えも持っての計画だったのでしょう

か。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

（ ） 、〇総務政策部長 阿部 昇 先ほどの答弁の中で

その財源としての効果性のある過疎債、これを充

てる、充当するための活用の道を開くといった点

から申し上げますと、先ほど答弁いたしましたよ

うに、全部網羅したものの、網羅性を確保したも

のの、必ずしも実績ということには結びつかない

ものもあろうと、この中での取捨選択ということ

があるかと思います。そういう意味においては、

実効性という点で、今ただちに保証できるもので

はないと。しかしながら、ベースとしてはこれま

での計画ベースと大体同様の視座でとらえてござ

いますので、引き続きいろんな財源更正の努力を

しながら実効性のあるものに努めてまいりたいと

いうことでございますので、ご理解いただきたい

と思います。

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。11番馬場重利議員。

〇11番（馬場重利） １つお伺いします。

この制度、過疎債を含めて、この制度を活用し

て、いわゆる事業を計画したと。これは、長期総

合計画の実施計画にも盛られているわけですけれ

ども、これが例えば事業途中で廃止あるいは中止

ということができるのかどうか、その辺をお伺い

いたします。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

（ ） 。〇総務政策部長 阿部 昇 お答えをいたします

長期総合計画は、今お話しのように、各自治体

における最上位の計画でございますので、そうい

った最上位の計画の理念を体現する、整合を図る

という意味において過疎のこの計画も整合を図っ

ているものでございます。

その計画でございますので、できるだけ努める

という理念は持ちつつも、時々の情勢によっては

事業を変更しなければならないような場合も、そ

れは生じ得るということでご理解いただきたいと

思います。

〇議長（村中徹也） 11番。

〇11番（馬場重利） 計画は３年計画、あるいは５

年にわたっての計画、これは６年ですか。往々に

出てくると思うのです。例えば事業を行ってきた

けれども、いわゆるハード面でも事業をやってき

ているけれども、これ先行き考えると、やっぱり

ちょっとまずいのではないかと。これで廃止しよ

うとか、そういうのが出てくるものも恐らくある

だろうと思うので、そういうことがこの制度を使

っているのだよと、過疎債を使ったのだと、これ

が縛りにならないかどうかということを聞いてい

るのです。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） そういう事業に過疎

債を充当したから、また途中で事業変更をしたか

ら過疎債を使うということが足かせになると、制

約になるということはございません。

〇議長（村中徹也） これで馬場重利議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第77号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第77号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７８号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第11 議案第78号

むつ市土地開発公社の解散についてを議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第78号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第78号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７９号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第12 議案第79号

市道路線の廃止についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第79号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第79号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第８０号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第13 議案第80号

市道路線の認定についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第80号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第80号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第８１号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第14 議案第81号

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する

者につき同意を求めることについてを議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第81号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第81号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第81号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は、これに同意することにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ
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て、議案第81号は、これに同意することに決定い

たしました。

◇議案第８２号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第15 議案第82号

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を

求めることについてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第82号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第82号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第82号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は適任と認め、原案のとおり可決すること

にご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第82号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第16 議案第83号

平成22年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、12番岡崎

健吾議員。

〇12番（岡崎健吾） 議案第83号について、２点ほ

ど質疑させていただきます。

まず１点目は、補正予算書14ページ、歳出第５

款労働費、第１項労働諸費、第３目の緊急雇用等

対策費の中の委託料に緊急雇用創出事業費（漁業

高水温被害対策事業）として2,000万円ほど計上

されておりますが、この事業内容について。

、 、 、２点目として 15ページ 第６款農林水産業費

第４項水産業費、第２目水産振興費の中の負担金

補助及び交付金にほたてがい母貝確保緊急対策事

業費補助金として500万円ほど計上されておりま

すが、この補助金の詳細について。

以上、２点についてお伺いしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 岡崎議員のお尋ねにお答

えいたします。

まず１点目でありますが、緊急雇用創出事業費

（漁業高水温被害対策事業）の内容についてでご

ざいますが、ホタテガイの水揚げ出荷作業が大幅

に減少することに伴い、失業状況にある漁業関係

者の雇用確保を目的として、県の補助事業である

緊急雇用創出事業を活用し、地まき漁場有害生物

等除去事業、漁港海岸清掃事業及び密漁監視事業

の実施を計画しているところであります。

事業概要といたしましては、まず地まき漁場有

害生物等除去事業につきましては、地まきホタテ

ガイ漁場において、ヒトデなどの有害生物の除去

を行うものであり、事業費は1,262万円、雇用人

数は延べ630人を予定しております。むつ市漁協

への業務委託により実施する計画であります。

次に、漁港海岸清掃事業については、漁港及び

周辺海岸の清掃作業を行うものであり、事業費は

473万7,000円、雇用人数は延べ300人を予定して

おり、むつ市漁協への業務委託により実施する計

画であります。

次に、密漁監視事業については、むつ市大湊地
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区、川内地区、脇野沢地区の海岸域においてナマ

コの密漁監視を行うものであり、事業費は266万

2,000円、雇用人数は延べ360人を予定しており、

むつ市、川内町、脇野沢村の各漁協への業務委託

により実施する計画であります。

なお、この３事業を合わせまして、事業費は

2,001万9,000円となり、延べ1,920人の雇用が創

出されるものと見込んでいるところであります。

次に、ご質問の２点目、ほたてがい母貝確保緊

急対策事業の詳細についてであります。ほたてが

い母貝確保緊急対策事業は、来年春に産卵する母

貝を確保するため、漁業者がホタテガイの産卵が

終わるまでの間出荷を抑制することにより、この

間の産卵に伴う重量の減少やへい死に伴う経済的

損失に対応するため、むつ湾漁業振興会が行う２

億円の基金造成に対し、青森県が１億円を補助す

るほか、関係７市町村から6,000万円の補助を行

うものであります。

事業の内容としては、出荷を抑制した漁業者に

対し 産卵後の出荷数量にキログラム当たり100円、

を上限に上乗せすることにより、この損失を補て

んすることとし、４月以降の出荷量に換算して

2,000トンをめどに母貝を確保するための経費２

億円を基金造成することとしたものであります。

むつ市の助成額500万円につきましては、７市町

村6,000万円に対し、各市町村所属漁協のホタテ

ガイ適正養殖数量制度のタスクの数量配分、むつ

市7.8％でありますが、これをもとにして算出さ

れたものであり、母貝を確保することにより、採

苗に寄与し、来年以降の生産量の回復とホタテ養

殖産業の早期再生を図るものであります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 12番。

〇12番（岡崎健吾） 事業内容については理解いた

しました。年末で職員の方々も何かとお忙しいと

は思いますが、事業名も緊急とうたっております

ので、今回被害を受けられた非常に厳しい状況に

あります漁業関係者の方々のためにも、本議案が

成立したら早急に事業に着手していただきたいと

思います。

それから、去る11月30日の新聞報道に、県はこ

の夏の高温による陸奥湾産ホタテガイと水稲の被

害対策として県農林漁業災害経営資金融通助成条

例を発動するという発表がありました。現在県議

会でこの条例にかかわる補正予算が審議中という

、 、ことでもあり 詳しいことは難しいと思いますが

わかっている範囲で結構ですので、この条例の内

容について。また、本条例が正式に発動された場

合、むつ市としてどういうふうなかかわりがある

のかお伺いしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） お答えいたします。

、 、県では ことしの夏の高温によるホタテや水稲

野菜、果樹などの被害対策として、青森県農林漁

業災害経営資金融通助成条例を発動し、被害を受

けた漁業者や農業者の経営資金の借り入れに対

し、利子の一部を助成することを検討していると

ころであります。市といたしましても、関係団体

と連携して、被害を受けた漁業者や農業者の被害

状況を把握するとともに、融資相談や資金需要の

取りまとめを進め、青森県農林漁業災害経営資金

融通助成条例の発動を受けた後、速やかに融資が

できるよう事務を進めているところであります。

市のほうでは、これに関連いたしまして、利子補

給が必要になってくると思われます。

〇議長（村中徹也） 12番。

〇12番（岡崎健吾） 最後になりますが、昨日ＷＭ

Ｏ世界気象機関から、ことしの世界の平均気温が

観測開始以来最も高い水準になるとの見通しが発

表されました。その中で長期的傾向は著しい気温

上昇を示しているとしたうえで、今後対策をとら

なければさらに上昇が続くと指摘しております。
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地球温暖化によって、来年以降も陸奥湾の高水温

化が続くのではないかと危惧されますが、今後の

陸奥湾の高水温対策はどのようになっているのか

お伺いしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず初めに、先ほどお答

えいたしました雇用の延べ人数でございますが、

1,920人とお答えいたしましたが、正しくは

1,290人でございますので、訂正をさせていただ

きます。

それでは、今後の高水温対策についてお答えい

たします。今回の高水温によるホタテガイへい死

の対策の一環として、県では大学、国、県の研究

機関や県、市町村のホタテガイの専門家などで構

成する陸奥湾ホタテガイ高水温被害対策専門家委

員会を設置し、高水温に対応したホタテガイの養

殖技術や他の魚種との複合養殖等を検討すること

としております。市といたしましては、県や関係

団体と連携し、ホタテガイの安定生産に対する技

術的な指導や、ナマコとの複合経営を推進するた

め、漁協と共同してナマコの資源調査や資源管理

を進め、漁業経営の安定を図ってまいりたいと考

えているところであります。

〇議長（村中徹也） これで岡崎健吾議員の質疑を

終わります。

次に、５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） ２点ほどお願いいたします。

まず、10ページの土地開発公社5,500万円とい

うのがあるのですが、この内訳をお伝え願いたい

と思います。

２点目ですが、15ページの関根浜地区漁村再生

交付金事業２億1,300万円の補正と、かなり大き

い補正ですので、この内容もお伝え願いたいと思

います。ということは、当初の予定より膨らんだ

というふうに考えていいのか。結局総事業費は幾

らになって、むつ市の負担は幾らになる予定なの

、 。か そこのところを教えてもらいたいと思います

また、地元の人が言っていたのですが、なぜ海

を埋めているのだというふうにちょっと私に言わ

れまして、組合員は何人もいないのに、なぜこん

なにお金をかけるのかというふうに地元の人が言

っていましたので、地元への説明というのは行っ

てやっている事業なのかどうかというのもちょっ

と確認させていただきたいと思います。

ちなみに、組合員というのは関根浜漁協は何人

いるのでしょうか。このたびの夏の異常高温、こ

れは関根浜漁協へはどういう影響があったのかと

いうのもお知らせしてもらえればなというふうに

思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） まずお尋ねの１点目

でございますが、総務管理費、企画費の補正額が

5,500万円ということで、その内容についてのお

尋ねでございます。平成10年５月に大畑漁港用地

内に土地１万35平米を当時１億1,000万円で取得

をしてございます。債務負担行為にありますよう

に、平成33年度まで返済を予定していたところで

ございますが、この間の県の指導のもとに、平成

18年３月でございますが、そこで策定いたしまし

た土地開発公社の経営の健全化に関する計画、こ

れに基づきまして、平成22年度中に利息も含めた

残金6,141万円、これを償還して債務を解消し、

解散するという考え方での計画でございます。そ

れに基づきまして措置したわけでございますが、

当初予算で元金500万円と利息分141万円の計

641万円を計上してございましたので、今回残り

の償還分5,500万円を補正するということでござ

いますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 関根浜地区漁村再生交付

金事業についてのご質問にお答えいたします。
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今回の補正予算は、当初からの事業費が膨らん

だものではなく、全体の計画を前倒しで実施する

ということで、国の緊急総合経済対策に係る補正

、 、予算を活用し 平成23年度に計画していた船揚場

泊地用地等を増嵩し、事業の促進を図るものであ

ります。

関根浜地区漁村再生交付金事業は、平成19年度

から平成23年度までの５カ年、総事業費20億円で

計画しており、主な事業内容としては、第二北防

波堤の改良を延長105.8メートル、第三西防波堤

の新設延長272.8メートル、魚礁設置が100基、船

揚場の新設が延長95メートルとなっており、事業

費の負担区分は国が２分の１、県が４分の１、市

が４分の１となっております。

また、関根浜漁業協同組合におきましては、平

成18年10月に理事会で、平成19年６月には総会で

漁港拡張の決議をしており、平成20年４月に地元

漁業者への工事の説明を行っております。お尋ね

の現在の組合員数は、正組合員でございますが、

96名となっております。

次に、異常高温の関根浜漁協への影響は、津軽

海峡においても陸奥湾と同様に水温は７月下旬か

ら高目に推移し、９月上旬には平年より３度以上

高い25度を超える日も観測されております。この

ような水温と水揚げとの相関関係については解明

されておりませんが、例年ではこの時期にとれる

スルメイカや９月、10月にとれるヒラメ、サケな

どが不漁でありました。11月中旬から水温の低下

に伴ってイカ、ヒラメ、サケ等の漁獲量が徐々に

回復しつつあり、11月末現在では、前年同期と比

較して、約８割程度の水揚げとなっております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 関根浜の漁村再生のほうであ

りますが、これは組合のほうだけが決議を上げた

とかということでありますが、地元に住んでいる

住民の方への説明というのはあったのかどうか、

再度確認させていただきます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 漁業者以外の説明会等は

開催してございません。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 風間浦村の漁協の方からも聞

いたことがあるのですが、こういう事業は漁協で

も確かに決議を上げたりするのだけれども、実際

事業をやるという段取りになると、ほとんど詳細

がわからないで進められていくとか、実際の組合

員さんからそういう話を聞いたものですから、こ

の決議を上げたのはいいのですけれども、その進

め方、どういうふうにつくってどうなるよとかと

いう、そういう詳細な説明というのは組合でもさ

れて実施しているものかどうか、そこをまた再度

確認させていただきます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 組合員の皆様には、ご説

明申し上げてございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

次に、25番中村正志議員。

〇25番（中村正志） 一般会計の補正予算の中の総

務費、総務管理費、人事管理費、また教育費の教

育総務費、事務局費、要は今回の臨時職員の賃金

についてなのでありますが、このたびの臨時職員

の増員というのは何名なのか。また、今回の増員

を足しまして、平成22年度での臨時職員が総勢何

名か、また総額は幾らになるのか教えていただき

たいと思います。

それに加えまして、将来的な見通しといたしま

して、このように退職者一部不補充が進んでいき

ますと、この臨時職員の採用というのはどのよう

になっていくのか、今後の臨時職員の採用につい

て、このことを含めましてどのような計画を立て



- 42 -

ているのか、あわせてお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） それでは、お尋ねの

１点目の総務費、総務管理費のうちの人事管理費

に係る臨時職員賃金の補正部分、それとお尋ねの

２点目、３点目につきましては、市としての全体

的な考え方ということで回答させていただきます

ので、ご了解いただきたいと思います。

まず、お尋ねの１点目でございますが、このた

びの補正予算に係る臨時職員の増員は何名なの

か、平成22年度では総勢何名で臨時職員賃金の総

額は幾らになるのかとのお尋ねでございますが、

当初予算では40名分を見込んでおりましたが、４

月の人事異動において退職者不補充分をカバーす

るため、あるいはブロードバンド基盤整備事業等

の当初予定されていなかった事業や職員の病休代

替等のための事務補助として配置する必要が伴い

ましたことから、20名増員したものであります。

これによりまして、平成22年度の人事管理費で支

出する臨時職員賃金の総額は、当初予算40名分の

5,316万円に対しまして、20名増員分2,220万

7,000円をこのたび増額補正し、合計で60名分の

7,536万7,000円となるところでございます。

次に、ご質問の２点目の将来的な見通しとして

退職者一部不補充が進むと臨時職員の採用はどう

なっていくかということでございますが、今後の

数年に関しましては、職員数が退職者不補充によ

り毎年度20名前後の削減となる予定になっており

ますので、職員１人当たりの業務量増加や職員の

健康管理上の配慮からも事務補助としての臨時職

員の雇用は増加傾向にならざるを得ないのではな

いかと思ってございます。しかし、これにつきま

しては過渡的なものと考えておりまして、この定

年退職者が多い時期が過ぎますと、退職者と新採

用者とのバランスのとれた採用ができることによ

り職員数も安定し、行政のスリム化を推し進める

ことで臨時職員数は減少傾向に転ずるものと考え

てございます。

次に、ご質問の３点目、今後の臨時職員の採用

についてどのような計画を立てているのかという

ことでございますが、臨時職員の雇用につきまし

ては、業務の民間委託や市民とのワークシェアリ

ング等によりさらなる行政のスリム化を図るとと

もに、職員の人材育成、配置の適材適所、あるい

は人件費の抑制に努めながら、計画的に進めてい

かなければならないものと考えております。

また、現在定員適正化計画の見直し中でありま

すが、この計画との整合性も図りながら、退職者

不補充分を短絡的に補てんするのではなく、あく

までも事務補助的な業務での臨時雇用、つまりは

地方公務員法上の臨時的任用といったものを基本

として、所属長ヒアリング等により、その必要性

を見きわめながら、配置の適正化を推進してまい

りたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと

存じます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 臨時職員の採用の基本的

な考え方につきましては、総務政策部長から答弁

がありましたので、私のほうからは教育総務費、

事務局費の臨時職員賃金の増額についてお答えい

たします。

当初予算では、育児休業者代替職員と退職者補

充分として２名分を見込んでおりましたけれど

も、平成22年度の開始時点で、さらに退職者補充

が１名生じたこと及び今年度実施しておりますサ

イバーパトロール事業と小中一貫教育に係る補助

要員、これを１名配置したことによりまして、２

名が増員となり、合計４名の配置になったところ

でございます。これによりまして、事務局費で支

出する臨時職員の賃金は199万5,000円の増額補正

をお願いいたしまして、総額572万5,000円を予定

するものであります。



- 43 -

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（中村正志） 後半の部分ではありますが、

要はやはり今後も職員の数は減っていきます。し

かしながら、業務量は今の政治の流れを見ると、

ふえていくと。そういう中にあって、職員と臨時

職員、あるいは今まで以上に事務事業を外部に出

していく、ここら辺の割合をどうするか、これが

一番今後重要になってくると思うのです。今すぐ

は多分答えは出ないと思うのでありますが、まだ

まだ職員でなくてもできる仕事、臨時職員に任せ

てもいい仕事というのが役所の仕事の中にはある

と思いますので、ぜひともその辺の仕事の事業の

内容等々を見きわめた今後の計画のほうを早急に

立てていただいて、今部長がおっしゃいました人

員計画のほうにぜひとも反映していただきたいと

、 。いうことを述べて 質疑を終わりたいと思います

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。29番斉藤孝昭議員。

〇29番（斉藤孝昭） ただいまの中村議員の質疑に

追加の質疑になるかと思いますが、臨時職員20名

分の賃金を補正したという話でありますが、まず

は臨時職員の採用の仕方について、大分前からい

ろんな方に言われているのですが、むつ市の臨時

職員の採用は、むつ市に直接登録をしてください

という方法でありますが、登録はわかるものの、

どういうふうな審査の方法で、どういうふうなや

りとりで採用になっているのかが全然わかりませ

ん。通常の例えば臨時の職員の対応だけの話をす

ると、ハローワークのほうに登録して、面接を受

けてとかというふうなやり方になりますが、その

臨時職員の採用について、なぜ市は独自に窓口を

直接設けているのか、まずはそれをお知らせくだ

さい。

、 、あとは 臨時職員の配置についてでありますが

先ほどからの話を聞いていると、退職者が出たの

で、そこの事務補助として採用するというふうな

話でありますが、退職されても長期の休業をして

も、普通はそのグループまたは課とか係で担当業

。 、務を分担してやるのが普通だと思います そして

時間外が多くなったり休みがとれないというふう

な状況になると臨時職員欲しいと、採用したいと

いうふうなお願いをして採用するのが通常のやり

方だと思いますが、今までの一連の話でいくと、

職員のあきが出たので、そこに臨時職員を充てる

のだというふうな話でありましたので、そこのと

ころの基本的な考えをお知らせください。

〇議長（村中徹也） 総務課長。

〇総務政策部副理事総務課長（花山俊春） 議員お

尋ねの１点目、臨時職員の採用の手続とか、そう

いうことについてまずお答えいたします。

臨時職員につきましては、毎年２月ころまでと

いうことで登録をしていただいております。採用

の際には、登録された方の中から面接によりまし

て、その職種に適切な方であるかどうかというと

ころをとらまえて任用しているわけでございま

す。地方公務員法第22条の５項にその臨時の任用

の場合の規定がございますけれども、臨時的任用

に関しては、選考により採用できるということに

なっておりますので、そのような手続を踏まえて

いるところでございます。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） 先ほどの私の発言が

ちょっと舌足らずな点があったかもしれません。

退職者がどんどん、どんどん、団塊の世代初めと

して今その傾向が続いておりますが、臨時職員の

採用に当たりましては、その退職者の不補充の政

策をあくまでも補完すると、補うということでご

ざいますので、それが短絡的にただ単に穴があい

たのでそこを埋めるという考え方は毛頭持ってお
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りません。あくまでもその辺のところは各所属長

と十分に仕事の業務の状況を精査、協議、調整を

図ったうえで、そのうえで必要性を見きわめ、配

置しているということでございます。

それから、関連して申し上げますと、グループ

制といったものが平成21年度から導入されまし

た。これもある意味で退職者一部不補充政策に対

しての別働の補完するシステム、制度設計という

ことでございまして、課内あるいはグループ内で

の相互横断性、弾力性といったものを確保すべく

今徐々に緒につき、また本格化を始めているとい

うこともつけ加えさせていただきます。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） 仕事を求めている人がむつ市

内にもたくさんいらっしゃると思いますが、やっ

ぱり事務職として働きたいという人もたくさんい

らっしゃるのです。そこで、先ほども言いました

けれども、むつ市の臨時職員の採用については、

不透明なところが余りにも多過ぎて、２月までに

登録した者というものの、登録したのはいいので

すけれども、ではいつ自分の番が回ってくるのか

とか、何人採用してもらえるのかとか、どこの部

署またはどこの分庁舎で何人募集しているのかと

いう情報が全くないのです。一方的に行政から登

録しなさいと、あいたら採用しますというふうな

やり方は、果たして今の時代に合うのかというふ

うなことも、先ほど法的にという話もちらっと言

いましたけれども、それでいいのかという疑問も

ありますので、検討する余地がもしあるのだった

らお答え願いたいと思いますが、法的にそういう

やり方が認められているというのだったら、それ

でもいいですけれども、私は今のやり方は余りい

い方法ではないと思っていますので、答えられる

範囲の中でいいですので、もし答えることがあり

ましたらお知らせください。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） この臨時職員の部分、２月

までに登録をしていただいて、そして仕事が出た

らというふうな状況でございますので、先ほど来

お話しのように、例えば病欠だとか、それから育

休だとか、そういうふうな形の中で突然出てくる

ものもございます。そういうふうな意味合いで登

録だけはしておいてくださいと。こういうふうな

形で登録している方々に、臨時職員として任用す

る場合には連絡をするという制度を今とっている

わけでございます。

しかしながら、いつというふうなところが、時

期的に非常に不透明な、不透明というよりも、我

々自体もやはりそういうふうなところがございま

す。また、応募している方々、そういうふうな部

分でちょっと不安な部分、こういうふうなことの

今ご指摘だと思います。その部分については改善

、 、するところは改善をして 例えばことしは何人と

その何人もなかなか推計できないので、こういう

ふうな補正予算というふうな形で出さざるを得な

い状況もあるわけでございます。当初で何人とい

うふうな部分、そこがなかなかできないでこうや

って補正をしているところがありますので、ただ

いま斉藤議員のご発言の趣旨を今後我々もよく研

究させていただきたいと、このように思います。

先ほどの法の中での、それに従って臨時職員は

できるというふうな、その部分を採用しておりま

して、その形で今進めているというふうな状況で

ございます。ただいまのご意見を研究をさせてい

ただきたいと、このように思います。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） よくわかりました。

それでは、今回20名の臨時職員の採用というこ

とで受けとめて、では２月までの登録者が20名い

なかった場合、どのように採用する予定だったの

でしょう、最後にお知らせください。

〇議長（村中徹也） 総務課長。
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〇総務政策部副理事総務課長（花山俊春） 今回補

正いたしました20名の部分につきましては、４月

の段階で人事異動によりまして、退職になって、

業務的な部分で補充が必要だという部分におい

て、４月の当初から補充しております。今回の場

合は、２月までで登録されている方については４

月以降の採用ということで広報しておりまして、

応募された方の中で足りたわけですけれども、も

し臨時職員のほうの応募が少ないと、そういう場

合においては、当然ながら業務のほうの見直しを

図りながら、職員同士での対応というふうなこと

も考えなければいけないでしょうし、または臨時

の募集をさらに公募すると、そういうふうな手だ

てをして対応してまいることになると考えており

ます。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。４番工藤孝夫議員。

〇４番（工藤孝夫） ２点ほどお尋ねいたします。

臨職の場合は何年契約なのか、これが１つ。そ

れから、長い人で継続して雇用されている人は何

年間臨時職員でいるのか、この２点をまずお尋ね

したいと思います。

〇議長（村中徹也） 総務課長。

〇総務政策部副理事総務課長（花山俊春） 臨時職

員の契約年数というまず１点目でございます。地

方公務員法第22条第５項、先ほど申し上げました

けれども、そこの部分で臨時職員の任用というこ

とは法的に定められております。その中では、臨

時的な任用ということで６カ月を限度、それでさ

らに必要な場合は、さらに６カ月の延長をもって

１年を限度とするというふうな規定がございま

す。当市の場合は、その労働基準法的なものもご

ざいますけれども、それも勘案しながら、ちょっ

と長い年数にわたって雇用されている方もおられ

ます。ただし、それについては任用期間の区切り

をつけまして、継続という形ではなく任用してお

ります。

実際の臨時職員のその継続年数、何年にわたっ

て任用されている者がいるのかという部分につい

ては、申しわけございませんが、今手元にそのデ

ータはございませんので、後ほどお答えしたいと

思いますけれども、その雇い入れをする職種によ

りまして、例えば単なる事務補助ということであ

れば、代替がきく方もいらっしゃるわけですけれ

ども、臨時職員の場合でも、例えば保育士とか、

そういうふうな免状を必要とする方とか、または

専門の技術的なものをとらえて任用したいという

ふうな部分もありますので、そういう方について

はどうしても代替が見つからない場合は、ちょっ

と長く雇用するという、そういうふうなことにな

ってしまうことがございますので、ご了解いただ

きたいと思います。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（工藤孝夫） そのデータがない部分は、後

で結構ですので、お知らせ願います。

免許証だとか、そういう専門的なものが必要だ

ということで長くなっている、そういう職種もあ

るということですけれども、そういう場合は正職

で雇用するということになるのが私は自然なので

はないかなという気がしますけれども、その点の

考え方はどの辺に置いておりますか。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） 先ほどのスタッフの

お答えの中にもありましたが、臨時職員はあくま

でも地方公務員法の趣旨にのっとって、臨時的任

用という趣旨でございますので、継続する場合に

おいても６カ月以内、そして更新する場合がワン

チャンスということで、私どものほうはその法の

趣旨にのっとって、継続ということでなしに新た

な任用という合法的な形で、事実上有資格者等に

関連するような業務については長きにわたるよう
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なこともありますよということでご理解いただき

たいと思いますが、それと正式採用とは全く地方

公務員法上の任用の位置づけが違います。したが

って、それはそれで別途の採用試験、それをもっ

て採用ということになるのが筋だと、このように

、 。考えておりますので ご理解願いたいと思います

〇議長（村中徹也） これで工藤孝夫議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。３番新谷泰造議員。

〇３番（新谷泰造） ９ページの雑入の歳入不足額

1,172万6,000円の原因を教えてほしいのですが。

以上です。

〇議長（村中徹也） 財務部長。

〇財務部長（下山益雄） お答えいたします。

雑入についてでございますけれども、これは今

回の補正の案件に係ります財源の結果、財源が不

足した部分、いわゆる補助とかさまざまな起債と

か歳入があるわけでございますけれども、一般財

源が不足したという部分でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

。 。ほかに質疑ありませんか 26番佐々木隆徳議員

〇26番（佐々木隆徳） 前段で岡崎議員がかなり細

かく質疑いたしまして、答弁いただきましたけれ

ども、15ページの水産振興費500万円について若

干質疑したいと思います。

先ほど部長がキロ100円を上限にということで

答弁いたしましたけれども、言葉じりをつかまえ

てちょっと申しわけないのですけれども、要する

に出荷した部分に対して、全部に対してキロ

100円、母貝ですけれども、もしくは例えば50円

なり80円なり100円なりという段階的なものがあ

るのか、その辺について伺います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） この事業は、事業実施主

体がむつ湾漁業振興会ということで、その２億円

の基金をもってキロ当たり100円の補てんをする

というふうな計画を立案したわけでございます

が、ただいまその母体となります母貝の確保がど

の程度進むのか、これによって、場合によっては

２億円の基金が不足する場合も懸念されるといっ

たことで今議論が進められているようでございま

す。そういう状況の中で、100円を上限という線

が今出されておりますが、これも決定ではないよ

うでございます。あくまでも現段階での基本的な

考え方として100円をめどにということでござい

ます。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（佐々木隆徳） 緊急雇用でいきますと、積

算根拠等全部わかりますけれども、この件でいき

ますと、例えば母貝用ですから、２年、３年貝以

上の貝になるかと思いますけれども、いつからの

出荷で、もしくはいつまで対応するのか。また、

2,000トン、２億円を超えた場合の対応等は、補

正なりでやるかとは思いますけれども、何かとも

すれば、もちろん現場の対応になるかと思います

けれども、２年貝、３年貝もしくは４年貝とか、

そういった形でいけば、現場の対応というのはか

なり複雑な、複雑といいますか、煩雑な対応にな

ろうかと思いますけれども、その点県の対策に乗

じた形での500万円の支出かと思いますので、細

かいその部分の内容がありましたらお知らせいた

だきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 今実施段階のほうで課題

とされておりますのが まず母貝の確保が2,000ト、

ン確実にできるのかどうか、これが１つでござい

ます。

それから、その2,000トンにつきましても、各

市町村、漁協の配分をどのようにするのか、こう

いった議論もございます 当初我々に対する500万。
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円の補助要望については、先ほどの岡崎議員のご

質疑にもありましたとおり、タスクの数量によっ

て配分するということの要望を受けてございま

す。その2,000トンの数量の確保については、２

年貝になるのか、半成貝になるのか、そういった

ことも含めて、ただいまむつ湾漁業振興会のほう

で協議中というふうに伺ってございます。

〇議長（村中徹也） これで佐々木隆徳議員の質疑

を終わります。

ほかに質疑ありませんか。13番山本留義議員。

〇13番（山本留義） 12ページの民生費、ここに補

助金3,150万円とのっているのですけれども、こ

れは地域密着型介護福祉施設に補助金を出すとい

うことだろうと思うのですけれども、この施設は

介護保険が適用される施設ですか。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） この補助金につきま

しては、県の補助金がつきまして、それでこちら

からまた交付するというものでございまして、介

護保険の適用になるものでございます。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番（山本留義） この施設は、介護保険、３年

に１回の見直しがあると思うのですけれども、見

直し前から計画された施設ですか、それともその

後ですか。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） この施設につきまし

ては、第５期分の前倒しということになっており

ますので、現在その介護保険の決定する後になっ

たものでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番（山本留義） 今までも施設の建設に当たっ

ては、介護保険に大きくかかわるものですから、

途中での施設建設というのは、市のほうで控えて

ほしいという、そういう形の中で進めてきたと思

うのですけれども、こういうことがあれば、今行

われている介護保険料に関係があると思うのです

けれども、その辺部長はどのように考えているの

か。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 介護保険、来年度か

ら見直しに係る作業をするわけでございますけれ

ども、施設ができるごとに介護保険料が上がって

いくというのは事実でございます。ですから、そ

の辺どれぐらいまで抑えられるかというのが今後

の課題だと思っております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで山本留義議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第83号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第83号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第83号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第83号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第17 議案第84号
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平成22年度むつ市老人保健特別会計補正予算を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第84号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第84号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇報告第１７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第18 報告第17号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成22年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第17号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第17号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第17号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第17号は承認することに決定いたしまし

た。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明12月９日は常任委員会の

ため休会したいと思います。これにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、明12月９日は常任委員会のため休会すること

に決定いたしました。

なお、12月10日は一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 零時２６分 散会


	議事日程
	出席議員
	説明のため出席した者
	開議の宣告
	諸般の報告
	議案質疑、委員会付託、一部採決
	議案第68号
	質疑：中村正志議員
	質疑：斉藤孝昭議員
	質疑：山本留義議員 

	議案第69号
	議案第70号
	質疑：大瀧次男議員

	議案第71号
	質疑：千賀武由議員
	質疑：斉藤孝昭議員

	議案第72号
	議案第73号
	質疑：横垣成年議員
	質疑：斉藤孝昭議員
	質疑：新谷泰造議員

	議案第74号
	質疑：横垣成年議員

	議案第75号
	質疑：横垣成年議員

	議案第76号
	質疑：横垣成年議員
	質疑：斉藤孝昭議員

	議案第77号
	質疑：浅利竹二郎議員
	質疑：中村正志議員
	質疑：馬場重利議員

	議案第78号
	議案第79号
	議案第80号
	議案第81号
	議案第82号
	議案第83号
	質疑：岡崎健吾議員
	質疑：横垣成年議員
	質疑：中村正志議員
	質疑：斉藤孝昭議員
	質疑：工藤孝昭議員
	質疑：新谷泰造議員
	質疑：佐々木隆徳議員
	質疑：山本留義議員

	議案第84号
	報告第17号

	散会の宣告

